
様式第２号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム（要介護認定等、サービス利用情報） 

行政機関等の名称 福岡県介護保険広域連合長 

事務担当課等 
本部事業課、支部          詳細は別紙のとおり 

電話番号（   ）   ―     詳細は別紙のとおり 

個人情報ファイルの利用

目的 

介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とした、介護保

険に関する要介護認定等、サービス利用情報などの管理 

記録項目 

1氏名、2性別、3生年月日、4個人番号、5被保険者番号、6

住基宛名番号、7住所、8世帯構成員、9続柄、10適用除外情

報、11被保険者資格得喪情報、12介護保険料賦課収納情報、

13所得情報、14住民税情報、15生活保護情報、16口座情

報、17送付先情報、18要介護（要支援）及び総合事業対象者

認定情報、19訪問調査情報、20主治医意見書情報、21介護

保険及び総合事業サービス利用情報、22旧措置入所者情報、

23負担割合情報、24給付実績情報、25給付制限情報、26負

担限度額情報、27高額介護サービス費等情報、28高額医療合

算介護サービス費等情報、29サービス利用費減免情報 

記録範囲 

福岡県介護保険広域連合構成市町村に住民票がある者、構成

市町村外の施設に入所し福岡県介護保険広域連合で資格を管

理している者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、金融機関、官公署への公用請

求及び照会等 

記録情報の経常的提供先

（法第 75条第 3項に該

当する場合を除く。） 

■ 有     □ 無 

構成市町村、地域包括支援センター、福祉事務所、福岡 

県国民健康保険団体連合会、福岡県後期高齢者医療広域 

連合、本人の介護サービス又は介護予防サービスの提供 

に係る契約を締結する又は予定している事業者等 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

名 称 別紙のとおり 

所在地 別紙のとおり 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

  

政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 
□ 有   ■ 無 

 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む     □ 含まない 

条例要配慮個人情報の 

有無 
□ 含む     ■ 含まない 

備考 － 

  

     



 

別紙 

 

 

支部名 郵便番号 所在地 電話番号 

粕屋 811-2501 
糟屋郡久山町大字久原 3168-1 

粕屋医師会館広域施設３階 
092-652-3111 

遠賀 811-4392 
遠賀郡遠賀町大字今古賀 513 

遠賀町役場横 車庫棟 2 階 
093-291-5266 

鞍手 823-0011 宮若市宮田 68-5 0949-34-5046 

朝倉 838-0802 
朝倉郡筑前町久光 951-1 

めくばーる健康福祉館内 
0946-21-8021 

うきは・大刀洗 839-1321 
うきは市吉井町 983-1 

るり色ふるさと館 2 階 
0943-74-5355 

柳川・大木・広川 832-8555 
柳川市三橋町正行 431 

柳川市役所 三橋庁舎内 
0944-75-6301 

田川・桂川（田川） 825-0016 
田川市新町 18-7 

田川自治会館内 
0947-49-1093 

田川・桂川（桂川） 820-0606 嘉穂郡桂川町大字土居 360 0948-65-1151 

豊築 828-0021 豊前市大字八屋 1702-5 0979-84-1111 

 

 

本部事業課 812-0044 福岡市博多区千代 4-1-27 092-643-7055 

 

 

 


